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衆
議
院
議
員
藤
田
ス
ミ
君
提
出
師
崎
漁
協
・
豊
浜
漁
協
問
題
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
に
つ
い
て 

漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
八
条
第
三
項
及
び
第
五
項
は
、
漁
業
協
同
組
合
又
は
漁

業
協
同
組
合
連
合
会
が
有
す
る
特
定
区
画
漁
業
権
又
は
第
一
種
共
同
漁
業
を
内
容
と
す
る
共
同
漁
業
権
に
つ
い 

て
の
漁
業
権
行
使
規
則
を
制
定
し
、
変
更
し
、
又
は
廃
止
す
る
場
合
の
手
続
を
定
め
た
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ 

ら
の
漁
業
権
を
放
棄
し
、
又
は
変
更
す
る
場
合
に
直
接
適
用
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ 

ら
の
漁
業
権
を
放
棄
し
、
又
は
変
更
す
る
こ
と
は
、
漁
業
権
行
使
規
則
で
規
定
す
る
資
格
に
該
当
す
る
者
の
漁 

業
を
営
む
権
利
の
行
使
に
実
質
的
な
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
で
あ
る
か
ら
、
漁
業
権
の
放
棄
又
は
変
更
の
前
に
、 

漁
業
権
行
使
規
則
の
廃
止
又
は
変
更
の
手
続
を
採
る
よ
う
指
導
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

ま
た
、
水
産
業
協
同
組
合
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
四
十
二
号
）
第
五
十
条
に
お
い
て
は
、
漁
業
権
の 



二
に
つ
い
て 

政
府
と
し
て
は
、
今
後
と
も
、
漁
業
法
及
び
水
産
業
協
同
組
合
法
の
厳
格
な
遵
守
に
つ
き
、
適
切
に
指
導
し 

て
ま
い
り
た
い
。 

得
喪
又
は
変
更
に
つ
い
て
は
、
正
組
合
員
の
半
数
以
上
が
出
席
し
、
そ
の
議
決
権
の
三
分
の
二
以
上
の
多
数
に 

よ
る
議
決
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
場
合
、
組
合
員
は
、
同
法
第
二
十
一
条
第
二
項
に
よ
り
、
定
款
の
定 

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
あ
ら
か
じ
め
通
知
の
あ
っ
た
事
項
に
つ
き
、
書
面
を
も
っ
て
議
決
権
を
行
使
す
る
こ
と 

が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
行
使
者
は
、
同
条
第
三
項
に
よ
り
、
出
席
者
と
み
な
さ
れ
る
こ
と
と
な 

る
。 
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